
日本における給付付き税額控除の検討 

 平成 21 年度自民党税制改正大綱に「給付

付き税額控除の検討」の文言があり、平成

21 年改正法附則に「給付付き税額控除（給

付と税額控除を適切に組み合わせ）の検討」

が明記されたものの、その後、具体的な制

度設計には至っていません。  

所得控除から税額控除そして給付へ 

 給付付き税額控除の議論は、所得控除は

限界税率の高い高所得者ほど減税額が大き

く、そこでは再配分機能が働きません。そ

のため、負担軽減効果を定額にする税額控

除への転換があるべき制度という提案が起

き、さらに控除しきれない部分を給付する

仕組みへと議論が進みます。 

日本の状況 単純給付が先行 

 日本の実際の制度をみると、この理念型

がそのまま実現しているわけではなく、子

ども手当の場合、所得控除を廃止して、税

額控除化をせず、現金給付を行う制度にし

ています。 

 また、岸田政権下で実施された定額減税

は、全国民への定額給付が内容で、税額控

除と給付を組み合わせた仕組みです。所得

税額控除までは、年末調整を通じての執行

で、控除不足はさらに、所得税の申告で実

行し、さらに残る控除不足額は住民税から

控除し、その後の控除不足は、地方自治体

からの還付でした。 

 給付付き税額控除の執行実験だったよう

にも見えます。 

世界の給付付き税額控除の制度 

 世界の給付付き税額控除の先行事例とし

て紹介されているものの多くは、日本の現

行実態程度のものを含んでいます。純粋な

給付付き税額控除を制度化している国は少

数です。 

 米国型とされる就労促進目的の制度は、

控除しきれない税額控除額を給付するもの

の、金融所得・不動産所得の上限要件があ

り、控除額は所得の増加に伴って逓増し、

上限に達すると逓減する仕組みです。 

日本での本格的制度導入では 

 例えば、現行基礎控除の０～95 万円を一

桁下げた額０～9.5万円で税額控除化し、控

除不足額を還付する制度創設は簡単です。

同じく、他の人的控除を税額控除化するの

も可能です。 

 ただし、制度の執行を、年末調整や所得

税申告、住民税の執行とどう嚙合わせるか

は容易ではありません。 
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なかなか実現しなかった 
給付付き税額控除 

 

年末調整や所得税申告の対象外を

無視してもよいのか、世帯単位に

するか、米国型のように就労イン

センティブを効かせか、なども考

慮した制度とするとなると、複雑

化、執行の煩雑化も起きそう。 
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